
住民

自治体 職員

業務区分 生活保護
業務フロー 査察指導

業務分類 ケースワーク

査察指導情報

登録
結果登録

査察指導状況

確認

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

査察指導簿

作成

生活保護システム

・査察指導簿

結果登録後

帳票作成

生活保護システム

・査察指導簿

・訪問計画兼指導指示確認票

指導実施

生活保護システム
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住民

自治体 職員

業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 就労・自立支援

就労・自立支援

実績登録

生活保護システム

throw 1

生活保護システム

援助対象者選定

生活保護システム

アセスメント

結果登録

訪問管理

・ケース記録票

生活保護システム

帳票作成

・支援対象者名簿

・求職活動状況・収入申告書

・収入申告書（就労者用）

・個人票A

・稼働能力判定票

・支援対象ケース検討票

生活保護システム

就労・自立支援

プログラム登録
支援実施

就労・自立支援
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住民

自治体 職員

業務フロー 就労・自立支援
業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

catch 1

就労・求職活動

報告書作成

生活保護システム

・就労・求職状況管理台帳

・就労支援シート

就労・求職活動

登録

生活保護システム

対象者は

就職活動中か

No

Yes 保護変更

対象者は

就職済か

No

Yes
支援実績報告書

作成

生活保護システム

・就労支援状況記録票

・就労支援状況報告書

・求職活動状況・収入申告

書

受理
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住民

自治体 職員

業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 就労自立給付金

申請書の受領
就労自立給付金

の決定登録
決裁

・就労自立給付金申請書

生活保護システム 生活保護システム

就労自立

給付金決定

調書の作成

マイナンバー

照会

他自治体での

受給歴があるか

給付金の支給を受けた日から３年を経過しな

い被保護者については、保護を必要としなく

なったと認められた場合であっても、支給しな

いこととされていることから、支給要否の判断

を行う。

マイナンバーシステム

送付または来所

・就労自立給付金

決定調書

生活保護システム

throw 1Yes

No申請情報の

登録

生活保護システム
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住民

自治体 職員

業務フロー 就労自立給付金
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

就労自立

給付金決定

通知書の作成

就労自立

給付金決定

通知書の送付

・就労自立給付

金決定通知書

生活保護システム

・就労自立給付金決定通知書

catch 1

随時支給

定例支給
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業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

業務フロー 進学準備給付金

住民

自治体 職員 申請書送付申請書の作成

・進学準備給付金申請書

生活保護システム

申請情報の登録

生活保護システム

申請書の受領

・進学準備給付金申請書 ・進学準備給付金申請書

throw 1

生活保護システム

進学給付金の

決定登録

マイナンバー

照会

マイナンバーシステム

他自治体での

受給歴があるか

Yes

No
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業務フロー 進学準備給付金
業務分類 生活保護申請・決定（変更等含む）
業務区分 生活保護

住民

自治体 職員 決定調書の作成

・進学準備給付金決定調書

生活保護システム

決定通知送付決定通知の作成

・進学準備給付金支給（不支給）決定通知書

生活保護システム

・進学準備給付金支給（不支給）決定通知書

随時支給

定例支給

catch 1

決裁

生活保護システム

2/2



住民

自治体 職員

業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

業務フロー 訪問管理

会議結果・

援助方針登録

ケース診断会議・

援助方針検討

決裁 訪問計画の

策定
throw 1

catch 3 catch 2

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

訪問計画表の

作成

生活保護システム

・年間訪問計画表

・月間訪問計画表

・ケース訪問計画表

・27条指導指示書発行伺い

・27条指導指示書

ケース・援助方針

書類の作成

生活保護システム

・援助方針記録票

・ケース診断会議記録票

訪問を実施のうえ、ケース診断会議を実施した結果、以下のよう

な判断がされた場合は、該当する事務を実施する。

・法第28条第5項又は法第62条第3項に基づき保護の停止又は

廃止と判断（この場合、「保護停止・廃止」のフローに進む）

・法第63条適用または、第78条適用と判断（この場合、「戻入」ま

たは「返還金・債権登録」フローに進む）
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住民

自治体 職員

業務フロー 訪問管理
業務分類 ケースワーク
業務区分 生活保護

訪問 訪問実績の登録 必要書類の

作成

決裁

catch 1

throw 2 throw 3

訪問計画の見直し、

再訪問が必要か

No

Yes

ケース診断会議の実

施、援助方針の見直

しが必要か

No

Yes

・ケース記録票

生活保護システム 生活保護システム 生活保護システム

所内面接、電話連絡の結果を

踏まえケース診断会議等を実施

するケースも存在する。
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